
　
依
頼
管
理
組
合
と
は
、
認
定
取

得
支
援
の
取
組
み
で
、
信
頼
関
係

を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と

か
ら
、
認
定
取
得
後
も
顧
問
契
約

を
継
続
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
。
次
年
度
は
管
理
会
社
の
変

更
、
専
門
委
員
会
の
立
ち
上
げ
な

ど
の
管
理
組
合
の
運
営
に
つ
い
て

取
組
み
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
駆

け
出
し
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
で

あ
っ
た
が
、
認
定
制
度
の
取
得
支

援
を
き
っ
か
け
に
管
理
組
合
と
深

く
関
わ
る
こ
と
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
士
と
し
て
大
き
く
成
長
で
き

た
と
思
う
。

　
こ
れ
か
ら
の
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理

は
、
既
成
の
仕
組
み
に
留
ま
ら

ず
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
理
事
会

等
の
開
催
、
組
合
員
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
利
用
、

ま
た
ク
ラ
ウ
ド
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
掲
示
板
や
書
庫
の
保
管
な

ど
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
新
た
な
仕

組
み
を
取
り
入
れ
る
こ
と
も
必
要

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
修
繕
工
事
費

用
の
負
担
増
が
予
想
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
収
入
の
増
加
、
支
出
の
抑

制
に
つ
い
て
、
経
営
的
な
視
点
を

持
っ
て
運
営
す
る
こ
と
も
重
要
と

思
わ
れ
る
。

　
組
合
員
の
高
齢
化
に
よ
る
管
理

組
合
の
担
い
手
不
足
、
老
朽
化
マ

ン
シ
ョ
ン
の
再
生
な
ど
、
難
し
い

課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
管
理
組

合
の
話
し
に
傾
聴
し
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
、
ま
た

異
業
種
で
培
っ
た
経
験
も
活
か
し

な
が
ら
、
管
理
組
合
と
の
関
係
を

進
め
て
い
き
た
い
。

や
説
明
会
に
て
丁
寧
に
合
意
形
成

を
進
め
た
こ
と
で
、
組
合
員
の
理

解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
他
の
認
定
項
目
と
し
て
、

組
合
員
名
簿
、
居
住
者
名
簿
を
備

え
て
お
り
年
一
回
以
上
の
内
容
確

認
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
と
な
る

が
、
組
合
員
名
簿
に
つ
い
て
は
管

理
会
社
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
い

た
が
、
居
住
者
名
簿
は
未
整
備
で

あ
っ
た
た
め
、
居
住
者
名
簿
細
則

を
作
成
し
、
管
理
組
合
に
お
い
て

名
簿
の
作
成
及
び
年
１
回
以
上
の

内
容
確
認
の
運
営
を
支
援
し
た
。

　
管
理
規
約
、
長
期
修
繕
計
画
、

居
住
者
名
簿
細
則
に
つ
い
て
、
臨

時
総
会
に
て
全
て
承
認
を
い
た
だ

い
た
。
理
事
長
か
ら
認
定
手
続
支

援
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
申
請
し
て
い

た
だ
き
、
地
方
自
治
体
の
担
当
者

の
内
容
確
認
を
経
て
、
１
カ
月
程

度
で
認
定
通
知
書
が
届
き
、
無
事

に
認
定
取
得
と
な
る
。

に
平
成
16
年
以
降
の
見
直
し
が
な

い
こ
と
か
ら
、
３
つ
の
認
定
項
目

に
不
足
が
あ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
標

準
管
理
規
約
に
準
拠
し
て
全
面
的

な
改
正
を
実
施
し
た
。

　
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
及
び
見

直
し
等
に
つ
い
て
、
依
頼
管
理
組

合
は
、
平
成
14
年
以
降
、
長
期
修

繕
計
画
の
見
直
し
が
な
い
こ
と
か

ら
、
長
期
修
繕
計
画
作
成
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
長
期
修
繕
計
画
標
準
様

式
に
準
拠
し
て
改
正
を
実
施
し

た
。
長
期
修
繕
計
画
の
見
直
し
に

あ
た
り
、
現
行
の
修
繕
積
立
金
に

お
い
て
大
幅
な
増
額
が
試
算
さ

れ
、
合
意
形
成
の
難
航
が
懸
念
さ

れ
た
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査

の
同
規
模
程
度
に
お
け
る
修
繕
積

立
金
平
米
当
た
り
の
金
額
、
修
繕

積
立
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ
れ

た
金
額
の
目
安
に
お
け
る
下
限
値

（
事
例
の
３
分
の
２
が
包
含
さ
れ

る
幅
の
下
限
値
）
な
ど
の
情
報
を

組
合
員
に
提
供
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト

り
、
修
繕
等
の
履
歴
情
報
の
保

管
、
管
理
組
合
の
財
務
・
管
理
に

関
す
る
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
設

定
さ
れ
て
い
る
。
緊
急
時
の
専
有

部
分
の
立
入
り
は
、
管
理
組
合
が

共
用
部
分
の
管
理
に
と
ど
ま
ら

ず
、
専
有
部
分
の
漏
水
や
火
災
等

の
対
応
も
必
要
な
こ
と
か
ら
、
建

物
全
体
の
安
全
を
確
保
し
て
い
る

こ
と
を
管
理
規
約
に
お
い
て
判
断

す
る
も
の
。
修
繕
等
の
履
歴
情
報

の
保
管
は
、
管
理
組
合
が
修
繕
の

記
録
を
適
切
に
保
存
し
、
履
歴
を

把
握
し
や
す
い
状
態
で
あ
る
こ
と

を
判
断
す
る
。
ま
た
管
理
組
合
の

財
務
・
管
理
に
関
す
る
情
報
提
供

に
つ
い
て
は
、
住
民
な
ど
の
利
害

関
係
者
へ
、
管
理
費
及
び
修
繕
積

立
金
の
収
支
等
を
適
切
に
提
供
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
財

務
・
管
理
の
透
明
性
を
確
保
し
て

い
る
こ
と
を
判
断
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
依
頼
管
理
組
合
は
、
管
理
規
約

上
に
つ
な
げ
た
い
。
ま
た
自
治
体

の
認
定
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン
市
場
に

お
い
て
、
資
産
価
値
の
維
持
向
上

に
な
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

認
定
取
得
済
み
マ
ン
シ
ョ
ン
に
関

し
て
は
、
最
近
、
地
方
自
治
体
や

不
動
産
流
通
の
ウ
エ
ブ
サ
イ
ト
で

も
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
マ
ン
シ
ョ

ン
市
場
に
お
い
て
管
理
状
況
が
可

視
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
後
、
差

別
化
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
自
身
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
に
つ

い
て
自
信
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
こ
と
、
ま
た
昨
今
の
働
き

方
改
革
に
て
、
会
社
が
ち
ょ
う
ど

副
業
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
認
定

制
度
の
取
得
支
援
に
つ
い
て
受
諾

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
後
日
、
定

時
総
会
に
て
承
認
と
な
り
、
認
定

取
得
に
向
け
て
ス
タ
ー
ト
と
な
っ

た
。

　
認
定
制
度
で
は
、
建
物
の
適
切

な
維
持
管
理
と
維
持
保
全
を
確
保

す
る
た
め
に
、
管
理
組
合
の
運

営
、
管
理
規
約
、
管
理
組
合
の
経

理
、
長
期
修
繕
計
画
の
作
成
及
び

見
直
し
等
、
そ
の
他
、
５
つ
の
認

定
基
準
と
16
の
項
目
（
地
方
自
治

体
の
独
自
基
準
を
除
く
）
を
設
定

し
て
い
る
。
管
理
組
合
が
認
定
制

度
を
取
得
す
る
に
は
、
全
て
の
認

定
基
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。

　
管
理
規
約
の
認
定
項
目
に
は
、

緊
急
時
等
の
専
有
部
分
の
立
入

ン
の
資
産
価
値
の
維
持
や
住
環
境

の
向
上
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
診
断
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
た
と

き
、
依
頼
を
い
た
だ
い
た
管
理
組

合
（
以
下
、
依
頼
管
理
組
合
）
か

ら
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
認
定
制

度
（
以
下
、
認
定
制
度
）
に
お
け

る
管
理
計
画
認
定
手
続
支
援
サ
ー

ビ
ス
の
登
録
申
請
も
希
望
さ
れ

た
。
認
定
制
度
は
、
地
方
自
治
体

が
管
理
組
合
の
管
理
計
画
を
審
査

し
、
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
場

合
に
認
定
を
与
え
る
制
度
で
あ

る
。
ま
た
管
理
組
合
が
地
方
自
治

体
に
認
定
制
度
の
申
請
を
円
滑
に

す
る
目
的
で
、
認
定
手
続
支
援
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
が
開
始
さ
れ
、
今

回
の
診
断
サ
ー
ビ
ス
と
合
わ
せ
て

登
録
す
る
こ
と
も
申
請
手
続
き
の

一
つ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
依
頼
管
理
組

合
に
お
い
て
、
認
定
基
準
を
満
た

し
て
い
な
い
項
目
が
多
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
不
備
を
丁
寧
に
説
明

し
、
今
回
は
診
断
サ
ー
ビ
ス
の
み

を
実
施
す
る
こ
と
で
ご
理
解
い
た

だ
い
た
。

　
依
頼
管
理
組
合
よ
り
、
後
日
、

認
定
制
度
を
取
得
し
た
い
の
で
支

援
を
お
願
い
し
た
い
と
、
直
接
ご

連
絡
を
い
た
だ
い
た
。
管
理
組
合

の
活
動
に
つ
い
て
、
自
治
体
か
ら

お
墨
付
き
を
い
た
だ
き
、
組
合
員

の
更
な
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
会
に
入
会
し

た
。
管
理
士
会
で
は
、
支
部
役
員

会
、
委
員
会
に
４
年
所
属
、
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
士
と
し
て
、
管
理
組

合
や
地
方
自
治
体
と
の
関
わ
り
を

勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た

そ
の
間
に
、
居
住
す
る
マ
ン
シ
ョ

ン
に
て
輪
番
制
の
役
員
を
２
年
経

験
、
管
理
会
社
の
方
と
関
わ
り
を

持
て
た
こ
と
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
に
つ
い
て
、
実
践
的
な
知
識
も

取
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
と
し
て
初

め
て
の
仕
事
は
、
管
理
士
会
か
ら

紹
介
さ
れ
た
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適

正
化
診
断
サ
ー
ビ
ス
の
依
頼
で
あ

っ
た
。
診
断
サ
ー
ビ
ス
は
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
状
況
を
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
士
が
診
断
し
、
適
正
な
管

理
が
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
管
理

組
合
の
運
営
を
評
価
す
る
サ
ー
ビ

ス
で
、
管
理
組
合
は
、
マ
ン
シ
ョ

　
最
初
に
筆
者
の
経
歴
に
つ
い
て

簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
大
学
を
卒

業
後
、
金
融
機
関
に
就
職
、
長
年

に
わ
た
り
同
業
界
で
勤
務
す
る
。

バ
ブ
ル
崩
壊
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ

ク
な
ど
、
困
難
な
時
期
も
あ
っ
た

が
、
昨
年
、
無
事
に
定
年
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
現
在
、
再
雇

用
に
て
、
フ
ロ
ン
ト
の
契
約
業
務

や
若
手
へ
の
指
導
・
支
援
な
ど
を

お
こ
な
っ
て
い
る
。
経
歴
は
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
業
に
全
く
無
縁
で
あ

る
が
、
50
歳
を
過
ぎ
て
仕
事
に
余

裕
が
で
き
た
こ
と
で
、
自
己
啓
発

と
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
資

格
に
挑
戦
し
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
士
の
方
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
理

事
を
経
験
し
そ
の
延
長
と
し
て
資

格
を
取
得
、
ま
た
異
業
種
か
ら
自

己
啓
発
で
取
得
さ
れ
る
方
も
多
い

と
思
う
が
、筆
者
も
同
様
で
あ
る
。

　
合
格
し
た
翌
年
に
、
神
奈
川
県

マンション管理士の“眼”連 載

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画
認
定
制
度
の

取
得
認
定
支
援
の
取
組
み

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

と
し
て
自
己
研
鑽

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

と
し
て
初
め
て
の
仕
事

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画

認
定
制
度
の
取
得
認
定

支
援
の
開
始

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
計
画

認
定
制
度
に
お
け
る

５
つ
の
認
定
基
準

管
理
組
合
と

信
頼
関
係
の
構
築

こ
れ
か
ら
の
マ
ン
シ

ョ
ン
管
理
に
つ
い
て

神奈川県マンション管理士会　村田 正治

〇管理組合の運営
　•管理者等及び監事が定められている
　•集会（総会）が定期的に開催されている

〇管理規約
　•管理規約が作成されている
　•管理規約にて下記について定めている
　　•緊急時等における専有部分の立入り
　　•修繕等の履歴情報の保管
　　•管理組合の財務・管理に関する情報の提供

〇管理組合の経理
　•管理費と修繕積立金の区分経理がされている
　•修繕積立金会計から他の会計への充当がされていない
　•修繕積立金の滞納に適切に対処されている

〇長期修繕計画の作成及び見直し等
　• 長期修繕計画（標準様式準拠）の内容及びこれに基づき算定された修繕
積立金が集会（総会）で決議されている

　• 長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている
　• 長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事
が2回以上含まれている

　• 長期修繕計画において将来の一時金の徴収を予定していない
　• 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕
積立金の平均額が著しく低額でない

　• 計画期間の叢終年度において、借入金の残高のない計画となっている

〇その他
　•組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている
　•都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものである
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